
②本人が役場へ来れない場合

●……休日窓口　21日（祝日）のみ
　　　午前９時から正午まで

★……夜間窓口　毎週木曜日
　　　午後８時まで

３月は庁舎空調設備工事のため、
土日の開庁は行いません。

本人が来庁
ください。

①カードの受取は、必ず対面で本人確認を行います
【必要なもの】　交付通知書（ハガキ）、本人確認書類、通知カード
　　　　　　　住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）

１点の提示で本人確認できる書類

※官公署発行の顔写真付身分証明書 ※官公署が発行した顔写真付きの
　身分証明書をお持ちでない場合

2点を組み合わせて提示して
いただくことで本人確認できる書類

・運転免許証
・住民基本台帳カード（顔写真付き）
・障害者手帳
・パスポート
・在留カード
・その他官公署が発行した顔写真付き
身分証明書　　　　　　　　　など

・健康保険証
・こども医療費受給者証
・預金通帳
・学生証
・金魚タクシー利用者登録カード
　　　　　　　　　　　　　　　など
※15歳未満のお子さまのマイナンバーカードの
受取りには、「お子さまの本人確認書類」に加え
「法定代理人の方の本人確認書類」も必要です。

「身体に障がいがある方」、「施設入所中の方」、「長期入院の方」、
「在宅介護を受けている方」は、代理受取もできます。
※本人が来庁できない事情に応じて、受取時に必要な書類が異なります。
　事前にお問い合わせください。

※ハガキを紛失された方は、本人確認書類をもう一点ご持参いただくとお受け取りできます。

64.4%64.4%（令和５年１月末時点）

代理受取
できない場合

「仕事で来れない」、「学校で
来れない」などの理由では代
理受取は出来ませんのでご
注意ください。休日窓口や夜
間窓口をご利用ください。
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オンライン※で
転出届を提出

対面で
転入届を提出

これまでの
住所の
市区町村窓口

※届出内容に不備がある場合等、
　来庁が必要となる場合があります

引越し先の
市区町村窓口

転出
届は

マイ
ナポ
ータ
ルか
ら

転入届のため窓口へ

これ
から

町では、長洲町公式アカウントとマイナンバーカードを使って住民票の写しや税証明などを
請求できるサービスを始めました。ぜひご利用ください。

◆本人確認はマイナンバーカードを利用して行い、交付手数料の支払いは、クレジットカードまたはLINE 
Pay、PayPayを利用してオンライン決済できるため、24時間どこからでも手続きが可能です。

◆申請された証明書は、現在の住民登録地の住所に郵送します。（郵送料は、請求者負担となります。）

◆入力内容の不備等による連絡があった場合は、市区町村より連絡があります。
◆マイナポータルから転出届の提出を行った後は、引越し先の市区町村窓口に転入届等の手続が必要です。

マイナポータルへのアクセスはこちら　　
（ご利用には別途マイナポータルアプリのダウンロードが必要です）

マイナンバーカードでできること増えてます

LINEで住民票の写しや
　  税証明などの申請ができます

マイナポータルから転出届を
　　　　　オンラインで提出できます！

詳しくは、町ホームページを
ご確認ください

準備するもの
　　署名用電子証明書が有効なマイナンバーカード
　　（暗証番号が必要になります）

　　マイナンバーカードの読取りに対応したスマートフォン

　　長洲町LINE公式アカウントへの友だち追加

準備するもの
　　署名用電子証明書が有効なマイナンバーカード
　　（暗証番号が必要になります）

　　マイナポータルにアクセスする端末
　　（スマートフォン・PC）

　　連絡先電話番号

　　新しい住所

引越し先の
窓口だけに
  行けばOK！
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